別表（第２関係）
１　交付対象経費は概ね次の内容とする。
	対象経費
	活動内容
	補助金の額

	運営費補助金
	公民館運営費、防犯灯維持修繕費、その他
	均等割40,000円
世帯割700円／戸
（千円未満切捨）

	事業費補助金
	①環境に関する活動
ア　道路・河川清掃などの自然環境整備活動
イ　一斉清掃活動、ごみ対策などの生活環境保全活動
ウ　花壇整備などの環境美化活動
エ　その他環境に関すること
②福祉に関する活動
ア　介護・救急救命等の教室開催
イ　お年寄りの社会参加と生きがい対策
ウ　その他福祉に関すること
③教育・文化に関する活動
ア　生涯学習・芸術文化活動
イ　世代間交流や青少年の健全育成
ウ　まつり等の開催
エ　その他教育・文化に関すること
④健康に関する活動
ア　スポーツ・レクリェーション活動
イ　健康教室等の保健活動
ウ　その他健康に関すること
⑤生活に関する活動
ア　自主防災活動
イ　生活合理化運動
ウ　交通安全・防犯活動
エ　除雪活動
オ　その他生活に関すること
⑥納税意識の高揚に関する活動
⑦その他
地域づくりに成果が期待される活動
	１事業　5,000円
ただし、運動会（行政区全世帯を対象としたスポーツ大会を含む。）は20,000円とする。
１行政区20事業を上限とする。
特殊事業等に係る補助金額は予算の範囲内で町長が別に定める。
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